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衆
議
院
議
員
石
井
郁
子
君
提
出
育
児
休
業
制
度
の
現
状
と
そ
の
普
及
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。 
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三 

 
衆
議
院
議
員
石
井
郁
子
君
提
出
育
児
休
業
制
度
の
現
状
と
そ
の
普
及
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す 

る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

地
方
公
共
団
体
の
運
営
す
る
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
看
護
婦
、
保
母
等
の
育
児
休
業
に
つ
い
て

は

、
制
度
上
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
任
命
権
者
が
許
可
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
育
児

休
業
の
取
得
者
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

な
お
、
地
方
公
共
団
体
の
運
営
す
る
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
看
護
婦
、
保
母
等
の
育
児
休
業
制
度

に
つ
い
て
、
厚
生
省
は
、
当
該
施
設
の
業
務
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
観
点
か
ら
そ
の
周
知
を

図

り

、

自
治

省

は

、
人
事
行
政
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
観
点
か
ら
技
術
的
助
言
を
行
つ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 



三
に
つ
い
て 

な
お
、
特
定
職
種
育
児
休
業
利
用
助
成
給
付
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
度
に
創
設
し
、
以
来
そ

の
周
知
徹
底
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
一
層
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
昭
和
六
十
一
年
度
か

ら
一
定
の
支
給
要
件
の
緩
和
を
行
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
女
子
の
教
育
職
員
及
び
民
間
の
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施

設
等
の
看
護
婦
、
保
母
等
に
対
す
る
育
児
休
業
制
度
の
普
及
促
進
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
等
に
対
す
る

通
知
等
に
よ
り
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
女
子
教
育
職
員
及
び
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
看
護
婦
、
保

母
等
の
育
児
休
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
民
間

事
業
所
に
対
す
る
育
児
休
業
制
度
の
普
及
指
導
の
一
環
と
し
て
、
私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
及
び
民
間
の
医

療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
等
に
対
し
て
も
指
導
、
啓
発
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

育
児
休
業
制
度
の
実
施
事
業
所
数
は
、
普
及
指
導
に
よ
り
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
実
施
事
業
所
の 

四 

 



四
に
つ
い
て 

労
働
省
と
し
て
は
、
育
児
休
業
奨
励
金
制
度
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
制
度
導
入
の
誘
因
と
な
る
よ
う
、
昭
和

六
十
年
度
か
ら
支
給
額
を
大
幅
に
引
き
上
げ
、
そ
の
制
度
の
拡
充
を
図
つ
た
ほ
か
、
育
児
休
業
制
度
普
及
指
導

員
の
婦
人
少
年
室
へ
の
配
置
を
進
め
る
等
事
業
主
等
に
対
す
る
育
児
休
業
制
度
の
普
及
指
導
の
強
化
を
図
つ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
育
児
休
業
制
度
普
及
促
進
旬
間
を
設
け
る
等
に
よ
り
広

報
啓
発
活
動
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

労
働
省
と
し
て
は
、
育
児
休
業
制
度
の
意
義
を
十
分
認
識
し
、
必
要
に
応
じ
関
係
各
省
庁
と
の
連
携
を
図
り

つ
つ
、
育
児
休
業
制
度
の
普
及
促
進
に
一
層
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

割
合
は
い
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。 

育
児
休
業
制
度
の
導
入
を
困
難
に
す
る
問
題
と
し
て
は
、
労
働
省
「
昭
和
五
十
七
年
度
育
児
休
業
制
度
実
態

調
査
」
に
よ
れ
ば
、
代
替
要
員
の
確
保
や
休
業
中
の
社
会
保
険
料
の
負
担
等
が
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

五 

 



 

六 
右
答
弁
す
る
。 




